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企業の生物多様性に関する活動の評価基準作成に関するフィージビリティー調査 

調査報告書（要約） 

 

平成21年（2009年）3月 
国際環境NGO FoE Japan 

 
現在、世界的に生物多様性の急速な喪失が懸念されている。企業は、自然界から資源を採取し、

それらを用いて製品を生産し、さらに最終消費者がそれらを消費、廃棄する段階まで含めて、生物

多様性に強く依存すると同時に大きな影響を与えている。このため、2006 年の第 8 回生物多様性
条約（CBD)締約国会議において「民間部門に条約への参画を促す決議」が採択されたように、企
業は生物多様性保全への自主的な取組を行うことが世界的に求められている。 
しかし、多くの日本企業で生物多様性保全への取組みが遅れている。その理由として、①生物多

様性という概念に馴染みが薄い、②生物多様性保全活動を評価する客観的な基準が確立されていな

い、という2点が指摘されている。 
本調査の目的は、市民やNGO/NPOの視点から、企業がCSRとして取り組む生物多様性保全活
動を客観的に評価するための基準のフィージビリティー（実現可能性）を明らかにすることである。

このため、本調査では、FoE Japan内に「企業の生物多様性に関する活動の評価基準検討委員会」
（委員長：上田 恵介 上智大学教授）、また、この検討委員会の下にマネジメント指標分科会（委員
長：足立 直樹 株式会社レスポンスアビリティ代表取締役）とパフォーマンス指標分科会（委員長：
田中 章 武蔵工業大学准教授）を設置した。 
 
１．企業の生物多様性保全に関する活動を評価するための基準案 

 
本検討委員会では、企業の生物多様性保全活動の評価基準案をマネジメントとパフォーマンスの

2つの視点から作成した。 
企業が真の意味で生物多様性保全に責任を持ち、かつ貢献するには、その経営理念・方針の中に

生物多様性保全を明確に位置付けることが必要である。 
このような企業の生物多様性に関する理念・方針は、下記のような国際的又は国内に存在する基

本的概念に基づいていることが求められる。 
① 生物多様性の定義 
② 生物多様性の価値 
③ 生物多様性の保全における企業の責任 
④ 予防的アプローチと順応的管理 
⑤ 生態系・生息地保護 
⑥ 先住民族と地域社会への責任と配慮 
⑦ 生物資源の利用から生じる利益の公正かつ公平な配分 

 
 本評価基準案の主な点は以下の通りである。 
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(1) マネジメント評価基準 
マネジメント評価基準としては、上記の基本的概念に基づき、まずは、「企業の経営方針の中で生

物多様性保全を組み込むとともに、その方針に基づく目標と計画を作成していること」（M1）とし
た。このような方針としては、「生物多様性に与える影響をすべての分野で量的、質的に低減するこ

と」（M2）及び「生物多様性に与える影響を分析し、その結果を公表すること」（M3）を含めるこ
ととした。 
実施段階では、企業が経営方針を実施するための社内の実施体制を整備し、それに基づき実施し、

その結果を点検し改善する中で重要な点（ステークホルダーとの対話など）を評価基準に掲げた

（M4～9）。最後に、「NGOや研究機関などの第三者からの評価を受けていること」（M10）を評価
基準とした。 

 
(2) パフォーマンス評価基準 
 パフォーマンス評価基準としては、まず、「企業活動が生物多様性に与える影響を分析し、その結

果を公表していること」（P1）とした。 
企業が生物多様性へ与える直接影響については、「企業の事業が生物多様性へ与える負の影響を回

避し、最小化し、代償を行うことにより、ネットでの影響をゼロ（ノーネットロス）または正（ネ

ットゲイン）としていること」（P2）を掲げた。また、社会への影響については、「事業の事前事後
の人文社会科学的モニタリングによって明らかとなる地域社会への影響に対し、適切な是正措置を

講じていること」（P3）や、「事業のすべての段階でステークホルダーの公正な参加があること」（P4）
などを基準とした。 
 サプライチェーンを通じた間接影響については、「原料採取段階まで遡って生物多様性へ与える影

響を把握し、その影響を回避又は低減していること。この結果、生物多様性保全に配慮した資材・

製品の調達・購入率が100％に近づいていること」（P5）などとした。また、金融については、「投
融資の対象となる事業者がマネジメント評価基準を満たし、その事業活動がパフォーマンス評価基

準を満たすまでは投融資を行っていないこと」（P6）とした。 
さらに、社会貢献活動については、「本業が与える影響を軽減し、ネットゲインを達成しているこ

と」（P7）などを基準とした。 
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企業の生物多様性に関する活動の評価基準案

経
営
方
針

M1：企業の経営方針に生物多様性の保全を組み込むととも
に、その方針に基づく目標と計画を策定していること

M２：企業として生物多様性に与える影響をすべての側面で
量的、質的に回避または低減することを方針としていること

管
理
体
制

Ｍ４：企業の環境管理システムの中に生物多様性保全管理
を組み込んでいること

Ｐ２：企業の事業が生物多様性へ与える負の影響を回避し、最
小化し、代償を行うことにより、ネットでの影響をゼロ（ノーネット
ロス）または正（ネットゲイン）としていること

P１ 企業活動が生物多様性に与える影響を分析し、その結果を公表
していること

Ｍ５：生物多様性保全の視点で事業活動を統括し、生物多様
性保全を推進する体制が構築されていること

Ｍ３：企業活動が生物多様性に与える影響を分析し、その結
果を公表することを方針としていること

Ｍ６：生物多様性保全活動を継続的に改善するため、研究機
関やNGO/NPOなどの協力を得ていること 実

施

マネジメント評価基準

Ｍ７：環境報告書等にて、生物多様性保全に関するすべての
活動実績を公表していること

点
検
・
改
善

Ｍ８：企業活動が生物多様性に与える影響を定期的に確認
し、目標を達成するために必要があれば計画を修正している
こと

パフォーマンス評価基準

M９：事業のすべての段階でステークホルダーと積極的に対
話し、そこから得られた意見を生物多様性保全に関する方針
などに反映させていること．また、部外者からの苦情や意見
などについても対応する窓口を設置し、同様に方針に反映さ
せていること

Ｍ１０：NGO/NPOや研究機関など第三者からの外部評価を
受けていること

直
接
影
響

Ｐ３：事業の事前事後の人文社会科学的モニタリングによって
明らかとなる地域社会への影響に対し、適切な是正措置を講じ
ていること．

Ｐ４(1)事業のすべての段階において、ステークホルダーの公正
な参加があること
(2)先住民の権利が保護されていること
(3)事後監視と是正が実施されていること

間
接
影
響

Ｐ５（サプライ・チェーン／バリューチェーン）
(1)サプライチェーンを原料採取段階まで遡って生物多様性へ
与える影響を把握し、その影響を回避または低減していること．
この結果、生物多様性保全に配慮した資材・製品の調達・購入
率が100％に近づいていること．
(2)生物資源の利用から得られる利益を公正かつ公平に配分し
ていること
(3)生物多様性に配慮した生産・提供を行っていること

Ｐ６（金融）：投融資の対象となる事業者がマネジメント評価基準
を満たし、その事業活動がパフォーマンス評価基準（Ｐ６は除く）
を満たすまでは投融資を行っていないこと．

社
会
貢
献
活
動

Ｐ７(1)社会貢献活動としての生物多様性保全活動が、本業が
与える影響を軽減し、ネットゲインを達成していること
(2) 地域で生物多様性保全活動をする場合には、当該地域で
生物多様性保全のために活躍する人々を含めたステークホル
ダーの参加を得て行っていること．

経営方針へ反映させる

 
 
2. 結論 

 
検討委員会では、評価基準を議論するための「たたき台」を作成することが目標であったが、分

科会を含めて6回の委員会で議論した結果、評価基準案をまとめた。評価の方法についての検討課
題は残るが、評価基準としては十分に実用的に利用できるものであると判断している。今後は、こ

の評価基準案を実際の企業評価に適用し、さらに使いやすいものとするよう改善していくことが期

待される。 
 

3. 今後の課題 
 
検討委員会としては、下記の検討課題については、今後、市民やNGO/NPO、企業、大学等の研
究者や関係者がこれらを取り上げ、さらに検討・研究が進むことを期待したい。 
① 人文社会学的な評価手法 
② サプライチェーンにおける生物多様性への影響を把握する方法 
③ バリューチェーンにおける生物多様性への影響の軽減方法 
④ ライフサイクルアセスメント（LCA）における生物多様性への影響の研究 
⑤ 総合的な評価基準 
 
また、今後の国や地方自治体の政策のあり方については、以下について、市民やNGO/NPO、企
業、大学等の研究者や関係者だけでなく、国等による検討も望まれる。 

 (1) 本評価基準の公共部門への適用 
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①公共事業においては、代償ミティゲーションを実施することにより、ノーネットロス及

びその定量評価を義務化すること。 
②国の調達基準において、生物多様性に配慮した原材料や製品の調達を奨励すること。 

(2) 生物多様性のノーネットロス政策についての検討 
 多数の絶滅危惧種が存在し、生物多様性の保全政策をさらに強化することが求められている

日本において、米国をはじめとする諸外国の多くで既に導入されているノーネットロス政策と

それに伴う生物多様性オフセット制度が導入すべき有効な政策であるかどうかが今後の検討

課題である。 
 

 
 


